
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田市のボランティア・活動情報誌 

  
ＶＯＬ.１５７ 

１１月１３日発行 

編 集 ・ 発 行  秋田市ボランティアセンター 

所 在 地  秋田市八橋南一丁目８番２号 

連 絡 先  ＴＥＬ ０１８（８６２）９７７４ 

ＦＡＸ ０１８（８６３）６０６８ 

ホームページ  https://www.akita-city-shakyo.jp/ 

発 行 日  令和２年１１月１３日 

日に日に寒くなってくる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか？ 

１１月に入り除雪ボランティアを募集する季節になりました。 

今年度はコロナウイルス感染予防対策を行いながらの活動となりますが、 

そのような状況でも雪が降れば支援を必要とする方々がいらっしゃいます。 

どうぞ無理のない範囲でご協力よろしくお願いいたします。 

それではコロナとインフルエンザ両方に気を付けて、この冬を元気に乗り切りましょう❣ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

～安全・安心な地域社会づくりのために活動してくださる方を、募集しています～ 

◆保護司とは 

保護司は、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すこと 

のないようその立ち直りを助けるとともに、犯罪予防のための世論の啓発に取り組むなど、安全・安心な地 

域社会づくりのために活動しています。 

保護司のことを定める法律に「保護司法」があり、全国の保護司の定数は５２，５００人と定められてい 

ます。秋田市では１５６人の方が活動されておりますが、充足率は８５．７％と全国（８８．６％）より下 

回っております。関心のある方は、下記事務局へお問い合わせください。 

◆保護司になるには 

   条件：①社会的信望 

      ②熱意と活動のための時間的余裕 

      ③生活の安定 

      ④原則６６歳以下の年齢（最初の委嘱時） 

       などが条件になっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊さまざまな資格をもった専門相談員がお話をお聴きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林漁業や商業に従事していらっしゃる方、

会社や団体の役員、社員、公務員、宗教家、

主婦の方など、様々な人が保護司として活動

しています。任期：２年ですが、７６歳未満

の方は、再任が可能です。 

💛保 護 司 募 集💛  

≪お申込み・お問い合わせ≫ 
秋田地区保護司会事務局 
ＴＥＬ：０１８－８４５－１６０７ 
ＦＡＸ：０１８－８４５－５２７５ 

 ☆心といのちのホットライン・サポートライン日程ご案内☆ 

     ホットライン（電話相談）             サポートライン（メール相談） 

  ０９０－７０７６－０５５６         akita.support.line@docomo.ne.jp 

ＱＲコードからもアクセスできます➡ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 

１２月 ２日（水）・５日（土）・９日（水）・１６日（水） 

１月 １０日（日）・１３日（水）・２０日（水）・２７日（水） 

２月 ３日（水）・１０日（水）・１３日（土）・２４日（水） 

３月 ３日（水）・１０日（水）・１４日（日）・１７日（水） 

 

◆対  象 

秋田市在住の小学生から４０歳未満の方、 

児童・生徒の保護者の方 ※保護者の年齢は問いません 

◆受付対応 

１０：００～１６：００ 

相談受付は右記日程、上記時間帯のみの対応と 

なりますのでご了承ください 

秋田市ボランティアセンター 

≪お問い合わせ≫ 

秋田市ボランティアセンターへご連絡ください TEL:０１８（８６２）９７７４ 

💛送迎と読み聞かせボランティア募集（個人への支援）💛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼者の方が施設で本の読み聞かせ活動をする時、図書館・施設への送迎と、 

読み聞かせ（経験不問）を一緒にしてくださる（車所有の）方を募集していま 

す。詳細は下記へお問い合わせください。 

もうひとり 

じゃないよ！ 

 

ボランティア活動 

や講習会などに参 

加する時は、引き続きコロナウ 

イルス感染予防対策を一人一

人が心がけましょう❣ 

インフルエンザにも注意が必

要ですので、皆さん体調には十

分ご留意ください。 

 

安全・安心な 

地域づくりに 

ご協力を❣ 

 

mailto:akita.support.line@docomo.ne.jp


 

 

 

 

 

～対象：秋田市在住の 60歳以上の方で話を聴いてほしい方～ 

日時：令和 2年 11 月 24日（火） １０：００～１６：００ 

 

 

 

 

 

 

指定相談支援事業所クローバー主催で「精神保健ボランティア講座」を開催いたします。本講座では、市民の方々にこころの病等に

関する理解を深めていただき、障がい者の地域生活を支える担い手となっていただくことを目的に、講話や体験学習等をおこないま

す。全日程参加できなくても受講ＯＫです。是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    総合相談会（対面相談） 

   ※予約制になっております 

  ０９０－６６８１－６６７７ 

 会場：秋田市老人福祉センター３階 第３会議室 

    （秋田市八橋南１丁目８－２） 

＊総合相談会は、相談前の検温を実施させていただきます。 

当日はマスクのご着用をお願いいたします。 

 

当相談会は秋田市新型コロナウイルス感染症対策ＮＰＯ法人活動支援金により行います 

＊さまざまな資格をもった、秋田市ボラティアセンターの登録会員及び介護支援ボランティア登録会員が担当いたします 

    ホットライン（電話相談） 

  ０９０－７０７６－０５５６ 

 

    サポートライン（メール相談） 

  akita.support.line@docomo.ne.jp 

   ＱＲコードからもアクセスできます➡ 

☆☆秋田市民の心といのちを守る無料相談会のご案内☆☆ 

 

回 実施日・場所・時間 講 座 内 容 講  師 

１ 

12 月 8 日(火) 

場所：秋田市 

老人福祉センター 

3 階第 1・2 会議室 

（秋田市八橋南 1-8-2） 

13：30～16：00 

受付  

開講式（オリエンテーション）  

講義Ⅰ「精神保健ボランティアとは」 

秋田大学大学院医学系研究科 

保健学専攻 看護学講座 

准教授 佐々木 久長 氏 

講義Ⅱ「精神障がいの理解」 
秋田市保健所 

保健師 西村 紗也佳 氏 

質疑応答・意見交換  

２ 

12 月 9 日(水) 

場所：クローバー 

（秋田市飯島道東 2-13-20） 

10：30～11：30 

見学 

指定相談支援事業所クローバー  

クローバー就労継続支援事業所  

３ 

12 月 10 日(木) 

場所：のぞみ地域活動 

支援センター／ 

秋田市老人福祉センター 

3 階第 1・2 会議室 

（秋田市八橋南 1-8-2） 

10：00～11：30 

見学 

講義 
体験発表 

のぞみ地域活動支援センター 

センター所長 阿部 文博 氏 

まとめ・閉講式  

 

✿✿精神保健ボランティア養成講座 受講生募集✿✿ 

 

【受 講 料】 無料 
【申込締切】 令和２年１２月１日（火） 
【申込方法】 電話・ファックス・メール 

≪お申込み・お問い合わせ≫ 指定相談支援事業所クローバー 

【担 当】 佐藤・加藤 

【住 所】 秋田市飯島道東２丁目１３－２０ 

【ＴＥＬ】 ０１８（８４６）５３２８【ＦＡＸ】 ０１８（８４６）５３５８ 

【E-mail】 lsclover@kyusei.or.jp 

 

 

mailto:akita.support.line@docomo.ne.jp
mailto:lsclover@kyusei.or.jp


ボランティア募集・イベント情報受付中！！ 

 

次回の発行は令和３年１月１５日（金）頃を予定しております。 

「○○ボランティア募集」や「ボランティア団体の活動紹介」「メンバー募集」「講座・イベント情報」など

各種ボランティア情報の掲載をご希望の方は、１月４日（月）頃までご連絡ください。 

掲載は無料です。ご連絡お待ちしております。 

秋田市ボランティアセンター TEL:０１８（８６２）９７７４  FAX:０１８（８６３）６０６８ 

 

 

 

 

秋田市内にお住まいのひとり暮らしの高齢者や障がい者の方の中には、自力では除雪が出来ない世帯があります。除

雪ボランティア（個人・団体・企業）に登録して多くの困っている人の力になって下さる方を募集しています。ご協力

お待ちしております。 
 

除雪ボランティア活動内容 

【訪 問 先】①自力で除雪ができない ②市内に親子・兄弟などがいない ③業者への除雪依頼が経済的に困難である 

以上の全てに該当する高齢者のみの世帯や障がい者の方がいる世帯を除雪していただきます。 

【活動内容】・ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われて危険な場所 

・積雪で窓ガラスが割れそうな場所 

・その他、降雪により危険な場所の排雪作業 

【活動時間】・１～２時間程度（移動時間は除く） 

【ご自身で準備する持ち物】・防寒具、手袋、長靴、着替え、タオル、飲み物 

         ※除雪道具等は秋田市社協が用意しますが、使い慣れた道具を使用していただいてもかまいません。 

【活動期間】・１２月下旬から３月上旬を予定  ※積雪状況によっては活動機会がない場合があります。 

【コロナウイルス感染予防対策】・活動前に確認させていただきます。 

       発熱や体調不良が続いていないか、県外等への移動歴はないか等、事前に確認させていただきます。 

内容については改めてお知らせします。※体調の状態によっては、活動をお断りする場合があります。 

 

除雪ボランティアの登録方法 

 ◆活動にあたって、秋田市ボランティアセンターに除雪ボランティアの登録（氏名・住所・電話）をしていただく 

必要があります。その際にボランティア活動保険にも加入していただきますが、掛金の負担はありません。 

 ◆登録方法については、以下の内容からお選びください。 

   ・電 話 ８６２－９７７４（秋田市ボランティアセンター） 

        ８６２－７４４５（秋田市社会福祉協議会） 

   ・ＦＡＸ ８６３－６０６８（秋田市社会福祉協議会） 

   ・Ｅメール vc@akita-city-shakyo.jp（秋田市ボランティアセンター宛て） 

   ・秋田市社会福祉協議会ホームページの 

お申し込みフォームから申し込みの場合 

    http://www.akita-city-shakyo.jp/publics/index/21/#block1422 

お申し込み用紙をダウンロードの場合 

    http://www.akita-city-shakyo.jp/publics/index/22/#block1513-446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋根の雪下ろし等の危険が伴う場所の作業

や大掛かりな排雪は行いません。 

 
💛令和２年度 除雪ボランティア募集💛 

≪お問い合わせ・受付窓口≫ 

秋田市ボランティアセンター TEL：０１８－８６２－９７７４ 

秋田市社会福祉協議会    TEL：０１８－８６２－７４４５ 

〒010-0976 秋田市八橋南１丁目８－２ 秋田市老人福祉センター内 

 

 
 

 

 

お申し込みフォームＱＲ 

お申し込み用紙 

ダウンロードＱＲ 
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